
地 域 再 生 計 画 
 
 

１ 地域再生計画の名称 
自然と共に生きる快適環境創出のみち整備計画 

 
２ 地域再生計画の申請主体の名称 
長野県、佐久市 

 
３ 地域再生計画の区域 
佐久市の全域 

 
４ 地域再生計画の目標 
平成１７年４月１日に佐久市、臼田町、浅科村、望月町が合併した新佐久市は、長野県の東の

玄関口にあたり、中山道各宿場、温泉、神社仏閣、公園などが数多く点在する歴史・文化の香

り高い、自然の美しい高原都市である。 
近年は北陸新幹線・上信越自動車道の整備などにより人口は増加し、佐久平駅を中心に目覚

しい発展を遂げている。そのため、中心市街地の渋滞は年々激しくなっており、住民生活を営

む上で市街地を囲む道路網の整備が課題となっている。 
その一方、都市化が進み、林業従事者が減少する中での森林保全も重要な課題となっている。

豊かな森林資源を守り育て、後世に受け継ぐためには、間伐・植林などの手入れが必要であり、

森林施業が容易に行える林道の整備が地元住民から望まれている。 
これら課題を踏まえ、佐久市では道路ネットワークの構築による中心部と周辺地域の一体的

な整備を行い新市の発展を図ることとしている。計画的な道路整備は、地域の人々を結ぶと共

に、渋滞箇所の解消や、福祉巡回バス運行の拡大、心を癒す観光道路網の整備、森林整備等、

新市の一体的なまちづくりに大きく寄与するものとして、市の最重要施策となっている。 
旧４市町村の人々、地域、そして産業を通じた新市の一体的なまちづくりを目指し、観光・

文化・スポーツ振興など新佐久市を再生する上で、今回計画している「みち整備計画」は必要

不可欠な事業である。 
 このため、本計画により道路及び林道の効率的な整備を行い交通ネットワークを構築し、豊

かな自然を守りながら快適環境の創出を図ると共に、各地に点在する観光施設等を結ぶ道路と

して活用し、もって新市全体の経済活性化に繋げていくこととする。 
 
（目標１）生活環境の改善 
・生活道路の新設・改良による移動時間の短縮（望月地域から市役所、病院、新幹線佐久平駅

等への３０分以内人口カバー率３.４％向上） 
（目標２）道路整備による渋滞ポイントの解消（３個所→１個所） 
（目標３）林業の振興（間伐実施面積：過去３ヵ年平均３６５ｈａ→３８３ｈａへ５％向上 
 
 



５ 目標を達成するために行う事業 
（５－１）全体の概要 
新市建設計画においては、新佐久市を北部（交流・創造文化・商工業）ゾーン、南部（情報・

商業・医療）ゾーン、東部（観光・歴史文化）ゾーン、西部（農業・健康・歴史文化）ゾーン、

自然共生ゾーンの５地域に分け、それぞれの特色を活かしたまちづくりの推進を定めている。 
「東西幹線」は、新市中央部を東西に横断し各ゾーンを連結する道路として重点的に整備を

行う。特に、西部ゾーンは南北に連なる沢沿いの道路が多いため、本地域を横断する生活道路

の新設を望む声が強い。本道路の新設は、産業振興や観光面でのネットワーク、さらには道路

渋滞の解消や災害時対応など各地域の均衡ある発展により大きく寄与し、各地域のネットワー

クが構築される。また、本道路が接続を予定しているＳ２６－１号線は現在道路改良を行って

おり、地域住民の生活道路として国道１４２号線へのアクセス向上を図っている。 
「市道M１２１５号線（鹿曲川線）」は西部ゾーンの主要道路である。また周囲は山林も多
く、森林施業による林産物の運搬路として重要な役割を担っており、継続的に修繕が行われて

いるが、「東西幹線」へ接続する計画であり、さらに重点的な整備を行う。 
「市道Ｓ３３－１９１号線（東回り幹線）」、「市道Ｓ３２－１３７号線（宮田線）」は北部ゾ

ーン・東部ゾーンを南北に縦貫し、「東幹線」としての重要路線である。中心市街地の東側を

並行して走る本路線は、慢性的な道路渋滞の緩和や、南北に連なる観光施設を結ぶものとして

整備が求められている。周囲は水や緑が豊富で平尾山公園、親水公園といった安らぎの施設整

備を行っており、自然にやさしい道路環境整備を実施する。 
「林道東山線」、「林道大河原線」は林産物の運搬路として、また森林セラピーを求める観光

林道として重要な役割を担っている。これら林道のある自然共生ゾーンは森林資源が豊富であ

り、森林施業が効率的に実施できる林道の整備は重要である。「林道東山線」は東山観光施設

整備事業で行っている周辺の遊歩道整備とあわせ観光施設を結ぶ路線としても整備を行う。ま

た「林道大河原線」は「市道M１２１５号線（鹿曲川線）」と連携しながら整備を進め、蓼科
山周辺の観光施設を結ぶ基幹林道として整備を行う。 
以上「東西幹線」、「市道M１２１５号線」、「市道 S３３－１９１号線」、「市道Ｓ３２－１３７
号線」、「林道東山線」、「林道大河原線」といった市道、林道による効率的な道路ネットワークを構

築して新市の均衡ある発展を目指し、豊かな自然を守りながら快適環境の創出を図るものとする。 
 
 
（５－２）法第４章の特別の措置を適用して行う事業 
① 整備交付金を活用する事業 
[施設の種類（事業区域）、実施主体] 
・市道Ｓ３３－１９１号線（佐久区域） 平成１４年３月２９日道路認定、佐久市 
・市道Ｓ３２－１３７号線（佐久区域） 平成１２年９月２２日道路認定、佐久市 
・市道M１２１５号線（望月区域）   昭和６３年１２月６日道路認定、佐久市 
・東西幹線（佐久・望月区域）     新設道路認定予定、佐久市 
・林道東山線（佐久・臼田区域）    千曲川上流森林計画に記載、長野県・佐久市 
・林道大河原線（望月区域）      千曲川上流森林計画に記載、長野県・佐久市 

 



[事業期間] 
・市道（平成１７年度～平成２１年度）、林道（平成１７年度～平成２１年度） 

[整備量及び事業費] 
・市道４.０ｋｍ、林道３.１ｋｍ 
・総事業費 １，５８６，４８０千円 

市道 １，４３０，０００千円 
        （うち交付金７１５，０００千円） 
林道   １５６，４８０千円 
     （うち交付金 ７８，２４０千円） 

 
（５－３）その他の事業 
地域再生法による特別の措置を活用するほか、「自然と共に生きる快適環境創出のみち整備

計画」を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。 
・ 公園整備事業 

美しく魅力的な都市空間や水辺空間を創造する公園整備により、市民に安らぎと潤い

を与えるまちづくりを推進する。 
・ 東山観光施設整備事業 

森林セラピーを求める森林遊歩道や休憩所の設置により、ゆとりのある快適な生活を

推進する。 
・ 中山道望月宿周辺整備事業 

良好な自然環境と歴史的空間を活用した散策路や公園などの整備により、かつての宿

場町や地域中心街としての賑わいを取り戻し地域の活性化を図る。 
・ 市道Ｓ２６-１号線道路改良事業 

東西幹線と国道を結ぶアクセス道路の整備により、道路ネットワークの形成を図り、

地域間交流を推進する。 
 
６ 計画期間 
平成１７年度～２１年度 

 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 
４に示す地域再生計画の目標については、計画終了後に必要な調査を行い状況を把握・公表

するとともに、行政機関と地元住民からなる「佐久市総合計画審議会」を開催し、達成状況の

評価、改善すべき事項の検討等を行うこととする。 
 
８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 
特になし 


